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情報あらかると

個人市道民税の特別徴収制度（公的年金からの
天引き）が始まります

年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度のののののののののの出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明会会会会会会会会会会をををををををををを行行行行行行行行行行いいいいいいいいいいまままままままままま年金特別徴収制度の出前説明会を行いますすすすすすすすすすす
町内会や老人クラブ、パークゴルフやゲートボール、温泉仲間など、年金か

らの市・道民税特別徴収について詳しく知りたい仲間が１０人程度以上集まりま
したらご連絡ください。

日程調整のうえ、老人憩の家などに説明に伺います。
なお、大変申し訳ありませんが、平成２１年１月中旬から４月末までは、出前

説明会の対応をお休みさせていただきます。

５５５５５５５５５５．．．．．．．．．．５．徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収のののののののののの方方方方方方方方方方徴収の方法法法法法法法法法法法
新たに特別徴収になる方（特別徴収制度の実施後、初めての方など）と、前年度特別徴収だった方では、

徴収方法が異なります。

１１１１１１１１１１．．．．．．．．．．１．対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象ととととととととととななななななななななるるるるるるるるるる対象となる方方方方方方方方方方方
前年中に公的年金などの支払いを受けている６５歳

以上の方（特別徴収する年度の初日に老齢基礎年金
などの支払いを受けている方）が対象となります。

ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
１老齢基礎年金などの給付額の年額が１８万円未満で

ある場合
２公的年金に係る市・道民税の額が、老齢基礎年金

額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、長
寿医療保険料を控除した後の額を超える場合

２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．２．対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象ととととととととととななななななななななるるるるるるるるるる税税税税税税税税税税対象となる税額額額額額額額額額額額
公的年金などに係る所得に対する所得割額および

均等割額が対象になります。

３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．３．対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象ととととととととととななななななななななるるるるるるるるるる年年年年年年年年年年対象となる年金金金金金金金金金金金
老齢等年金給付が対象となります。

４４４４４４４４４４．．．．．．．．．．４．実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施さささささささささされれれれれれれれれれるるるるるるるるるる時時時時時時時時時時実施される時期期期期期期期期期期期
平成２１年１０月以後支払われる老齢等年金給付から

実施されます。

煙年度前半は、６月・８月に年税額の『４分の１』ずつを自分で納付（普通徴収）します。
煙年度後半は、１０月・１２月・２月支給分の年金から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額（年税額

の『６分の１』ずつ）が天引き（特別徴収）されます。

１新たに特別徴収になる方の徴収方法（平成２１年４月以降）
年金からの天引き（特別徴収）自分で納付（普通徴収）徴収方法

後 半前 半年 度
２月１２月１０月８月６月年金支給月

年税額の１／２（年税額と年度前半分の差額）年税額の１／２
税 額

年税額の１／６年税額の１／６年税額の１／６年税額の１／４年税額の１／４

煙年度前半は、４月・６月・８月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の『３分の１』ずつが天引
き（仮徴収）されます。

煙年度後半は、１０月・１２月・２月支給分の年金から、年税額から年度前半（仮徴収）分を差し引いた残りの
額の『３分の１』ずつが天引き（本徴収）されます。

２前年度特別徴収だった方の徴収方法（平成２２年４月以降）
年金からの天引き（特別徴収）徴収方法

後 半（本徴収）前 半（仮徴収）年度
２月１２月１０月８月６月４月年金支給月

年税額と年度前半（仮徴収）分の差額前年度後半の額

税 額
年税額から年度
前半（仮徴収）
分を差し引いた
額の１／３

年税額から年度
前半（仮徴収）
分を差し引いた
額の１／３

年税額から年度
前半（仮徴収）
分を差し引いた
額の１／３

前年度後半の
額の１／３

前年度後半の
額の１／３

前年度後半の
額の１／３
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